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公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務等の概要 

⑴ 業務名称  瀬戸市幡山保育園運営業務委託 

⑵ 業務内容  別紙「瀬戸市幡山保育園運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

⑶ 契約予定日 令和８年２月上旬 

⑷ 契約期間  契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

※地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条に基づく

債務負担行為による５年契約 

⑸ 履行期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

        ※契約締結日から委託開始までの間は準備期間として、人員の 

確保、研修、現行の受託者からの引継ぎに必要な事項を遺漏 

なく行うものとするが、準備に要する費用は、合同保育に係 

る費用を除き受託者の負担とする。 

⑹ 合同保育期間 契約締結日から委託開始まで 

         合同保育に係る費用は市が負担する。 

⑺ 履行場所 幡山保育園 瀬戸市瘤木町７０番地 

⑻ 委託料 ア 公立保育所の運営及び子育て支援事業 

       「瀬戸市公設民営園運営業務委託にかかる支払基準」に基づく      

       額 

       ※「瀬戸市公設民営園運営業務委託にかかる支払基準」に基づく

額は、その算定基礎となる、子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第３項第１号に規定する額の変更及

び「瀬戸市民間保育所運営費補助金交付要綱」の改正に伴い変

動する。 

        （参考）令和６年度委託料 

          ・公立保育所の運営 年額 ９４，３２８，８６０円 

           ＜算定基礎＞ 

            定員 ４０名 

            内訳（年間延べ入所者見込数４６５名） 

             ０歳児 ９６名、１歳児 １６６名、２歳児 ２０３名 

           ・子育て支援事業 年額 １００，０００円 

      イ 一時預かり事業 

⑼ 支払時期 ４半期毎に４月、７月、１０月及び翌年１月の各月末を予定し、

実際の入所人数等に応じ、年度末に過不足額を精算する。 
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⑽ 提案上限額 一時預かり事業に関しては年額９，０００，０００円（消費税

及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格要件 

次の各号に定める要件をすべて満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６

７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

⑵ 参加資格確認申請書提出期限において、令和６・７年度あいち電子調達共同

システム（物品等）で瀬戸市の入札参加資格者名簿に本案件の営業種目（（大

分類）０３「役務の提供」（中分類）１６「その他の業務委託」（小分類）９

９「その他（保育業務、保育施設の運営、保育所等）」）の登録があること。 

⑶ 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市指名停止取扱要領」（平

成１３年８月１日施行）に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 公告日から契約締結日までの間において、「瀬戸市が行う事務及び事業から

の暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県

瀬戸警察署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務

取扱要領」（平成１９年１２月１日施行）に基づく排除措置を受けていない者

であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けているこ

と。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けているこ

と。 

⑺ 現に愛知県内で認可保育所を運営している法人であること 

⑻ 法人及びその役員等が、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条

第５項第４号に該当するものではないこと。 

 

３ スケジュール 

⑴ 公告日           １１月 ７日（金） 

⑵ 質疑提出期限        １１月１７日（月） 

⑶ 質疑回答日         １１月２１日（金） 

⑷ 参加資格確認申請書提出期限 １２月 ８日（月） 

⑸ 参加資格確認通知日     １２月２２日（月） 

⑹ 提案書提出期限        １月 ７日（水） 

⑺ 選定委員会開催日（視察）   １月１６日（金）（予定） 
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⑻ 選定委員会開催日 

  （プレゼンテーション）    １月２６日（月）（予定） 

⑼ 審査結果通知日        １月３０日（金）（予定） 

⑽ 契約締結日          ２月上旬 （予定） 

⑾ 業務開始日          ２月上旬 （予定） 

 

４ 実施要領等の閲覧及び配布方法 

⑴ 担当部署及び問い合わせ先 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市健康福祉部保育課保育係 

電話 ０５６１－８８－２６３４ FAX ０５６１－８８－２６３３ 

メールアドレス hoiku@city.seto.lg.jp 

⑵ 本プロポーザルに係る実施要領等の入手方法 

瀬戸市ホームページからダウンロードすること。 

記事名 「瀬戸市幡山保育園運営業務委託公募型プロポーザル」 

アドレス http://www.city.seto.aichi.jp/ 

 

５ 質疑及び回答 

⑴ 提出期限 

令和７年１１月１７日（月） 午後５時まで 

⑵ 提出場所 

瀬戸市役所保育課（電話 ０５６１－８８－２６３４） 

⑶ 提出方法 

質問票（第１０号様式）に必要事項を記載し、電子メールにより送信するこ

と。 

送付先：hoiku@city.seto.lg.jp 

⑷ 回答期日 

令和７年１１月２１日（金） 

⑸ 回答方法 

瀬戸市ホームページに回答を掲載する。 

 

６ 参加資格確認申請 

⑴ 提出期限 

令和７年１２月８日（月） 午後５時まで 

⑵ 提出方法 

参加資格確認申請書（第１号様式）に必要事項を記載し、別表 「提案に必



－４－ 

要な書類」の「基本事項確認資料」の項目にある「瀬戸市幡山保育園運営業務

委託 代表者等名簿（第３号様式）」他を添付し電子メールにより送信するこ

と。 

送付先：hoiku@city.seto.lg.jp 

⑶ 参加資格確認通知日 

令和７年１２月２２日（月） 

⑷ 通知方法 

申請者に対し、電子メールにより参加資格確認通知書を送信する。 

 

７ 提案書等の作成及び提出 

⑴ 提出期限（要事前連絡・郵送可） 

令和８年１月７日（水）午後５時１５分まで 

⑵ 提出場所 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市役所保育課 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とす

ること。 

提出期限までに提出されなかった提案書は無効とする。 

提出期限までに、提案書及び必要書類の提出がない場合は、参加を辞退した

ものとみなす。 

⑷ 提出書類及び部数 

ア 提案書 正本１部、副本（写し可）７部 

(ｱ) 別表「提案に必要な書類」及び「■別添資料」を参照 

イ 見積書 正本１部 

⑸ 作成に当たっての注意事項 

ア 提案書 

(ｱ) サイズは、原則として日本産業規格Ａ列４番(以下「Ａ４サイズ」とい

う。)とする。 

(ｲ) 提出書類はフラットファイル等で綴り、提案に必要な書類に記載され

た区分（Ａ～Ｑ）ごとにインデックスを付け、表紙・背表紙に「瀬戸市幡

山保育園運営業務委託 提案書類（正）又は（副） 法人名○○」と表示

すること。複数ページに渡る書類は、それぞれの書類ごとにホチキス等で

綴じた簡易製本にすること。Ａ４サイズ以上の紙を使用した場合は、製本

する際にＡ４サイズに揃えること。 
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(ｳ) 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準

時及び計量法による。 

(ｴ) 提出書類等の内容が仕様を満たしていない場合には、本市より期限を

設定したうえで修正と再提出の指示をする。提案者がこれに応じない場合

には提案を無効とする。 

(ｵ) 提案者１者につき１提案に限る。 

イ 見積書  

(ｱ) 見積書の金額に「￥」または「金」を付すこと。 

(ｲ) 見積書は封筒に入れ、封筒表面に「（宛先）瀬戸市長」及び「件名」

を記入し、封筒裏面に住所、商号又は名称、代表者職氏名を記入し、代表

者印を押印すること。また、継目に３か所封印を押すこと。 

(ｳ) 見積金額に対して消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により算出した消費税及び地方消

費税額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって契約価格とするため、提案者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、税抜金額を見積書に記載すること。 

(ｴ) 内容に金額の内訳を記載すること。 

⑹ 提案書の取扱い 

ア 提出された提案書の内容変更等は、原則として認めない。 

イ 提出された提案書は、返却しない。 

ウ 提出された提案書は、契約候補者の決定を目的として使用するものとし、

提出者に無断でその他の目的のために使用しない。 

エ 実施要領にて示したもの以外の資料は受理しないが、市が必要と認めたと

きは、追加の資料を求めることがある。  

オ 提出された提案書の著作権は、提案者に帰属する。 

カ 提出された提案書に含まれる著作権及び特許権など日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じ

た責任は提案者が負う。 

⑺ 提案書の無効 

次のいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

ア 参加資格を有しない者が提出した提案書 

イ 記載事項を判読できない提案書 

ウ 参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者が提出した提案書 

エ 虚偽の事項が記載された提案書 

オ 提案上限金額を超過した金額を記載した提案書 
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カ 不正な利益を図る目的で、市の職員又は選定委員会の委員と接触した者が

提出した提案書 

キ 実施要領で定める期限までに提出されなかった提案書 

ク その他実施要領で定める条件に違反した提案書 

⑻ その他 

必要に応じて提出書類の追加又は変更を指示し、提出を求めることがある。 

 

８ 契約候補者の選定 

⑴ 選定方法 

ア 瀬戸市保育事業者選定委員会において、提案者から提出された提案書、提

案者が現在運営している保育所の視察及び提案者からのプレゼンテーショ

ンにより、「⑵ 評価項目及び評価点数、評価基準」に基づき、提案の評価

及び審査を行い、契約候補者を選定する。 

イ 瀬戸市保育事業者選定委員会の委員は、非公開とする。 

⑵ 評価項目及び評価点数、審査基準 

ア 評価項目及び審査の基準については、別紙「瀬戸市幡山保育園運営業務委

託 評価項目・受託者選定基準表」による。 

イ 瀬戸市幡山保育園運営のために必要な専門知識や実績等を総合的に審査

し、最も評価の高い事業者を契約候補者として選定する。評価点数の合計が

３００点未満の場合は、契約候補者として選定しない。 

⑶ 視察審査 

  県内認可保育所（同一法人が運営する認可保育所が複数ある場合は、市が指

定する認可保育所を視察対象とする。） 

実施日時は、令和８年１月１６日（金）を予定しており、時間及び場所等の

詳細については別途通知する。 

⑷ プレゼンテーション 

ア 開催日時は、令和８年１月２６日（月）を予定しており、時間及び場所等

の詳細については別途通知する。 

イ 実施時間は、提案者につき、プレゼンテーション１０分以内 、質疑応答

２０分程度とする。 

ウ 出席者は３名以内とし、本業務を担当する予定の業務担当責任者は必ず出

席すること。 

エ プレゼンテーションは提案書により行い、追加資料の配布は認めない。 

オ プレゼンテーション及び審査は非公開とする。 
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９ 失格事由 

提案者に次の行為があった場合は、失格とし、別途、瀬戸市指名停止取扱要領

に基づき、指名停止措置を講じることがある。 

⑴ 市の職員又は選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を

求めること。 

⑵ 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

⑶ 契約候補者の決定までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開

示すること。 

⑷ 提案書等に虚偽の記載を行うこと。 

⑸ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

１０ 審査結果の通知及び公表 

⑴ 審査結果の通知 

各提案者に対して、次の事項を記載した結果通知書により通知する。 

ア 業務名称 

イ 契約候補者 

ウ 当該提案者の評価点数 

⑵ 審査結果の公表 

市ホームページにおいて、次に掲げる事項を公表する。 

ア 業務等の名称 

イ 業務内容及び契約期間 

ウ 契約候補者の名称及び所在地 

エ 提案者数及び審査結果 

 

１１ 契約手続き 

⑴ 契約の協議 

決定した契約候補者に対して、当該業務等に係る仕様を定めるための協議を

行う。 

協議の結果、当該業務に係る仕様が決定した場合、見積書の徴収を行い、予

定価格の範囲内で契約金額を決定する。 

なお、提出された提案書の内容は、今回の契約において拘束力を持つものと

するが、公正性及び透明性の確保を図るため、原則として、あらかじめ実施要

領等で示した事項の変更は認めない。 

⑵ 契約候補者との契約の締結 

契約候補者を契約の相手方として決定した場合、令第１６７条の２第１項第

２号の規定による随意契約の方法により、契約候補者と契約を締結する。 
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⑶ 契約候補者との協議が不調の場合 

契約候補者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな契約候

補者として、契約の協議を行う。 

次順位の契約候補者と契約の協議を行い、契約の相手方として決定した場合

は、契約を締結するものとする。 

なお、契約協議の時点で、次順位者が参加資格要件を満たさなくなった場合

は、失格とし、第３位の者を新たな契約候補者として、契約の協議を行う。 

⑷ 契約条項を示す場所及び日時 

  瀬戸市役所保育課 公告日から提案書提出期限まで 

⑸ 契約書作成の要否 

  要 

⑹ 契約保証金に関する事項 

  瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８号）第３０条の規定による。 

 

１２ その他 

⑴ 提案書の提出及び見積並びに契約に当たっては、地方自治法、地方自治法施

行令、瀬戸市契約規則等関係法令を遵守すること。 

⑵ 提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用は、提出

者の負担とする。 

⑶ 参加資格確認申請書及び提案書等の提出後に辞退する場合は、書面（第１１

号様式「辞退届」）により届け出ること。 

⑷ 提出書類は、瀬戸市情報公開条例（平成１２年瀬戸市条例第５号）に基づく

情報公開請求の対象となるほか、市が必要と認める場合に全部もしくは一部を

公表する場合がある。 

⑸ 令和７年瀬戸市議会１２月定例会において、当該予算が議決されなかった場

合は、プロポーザルを中止する場合がある。 

 

１３ 担当部署及び問い合わせ先 

〒４８９－８７０１ 愛知県瀬戸市追分町６４番地の１ 

瀬戸市健康福祉部保育課保育係 

電話 ０５６１－８８－２６３４ FAX ０５６１－８８－２６３３ 

メールアドレス hoiku@city.seto.lg.jp 
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別表 

提案に必要な書類 

 

提出書類 様式の有無 

参加資格確認申請書 有（第１号様式） 

基
本
事
項
確
認
資

料(

参
加
資
格
確
認

申
請
書
に
添
付)) 

瀬戸市幡山保育園運営業務委託 代表者等名簿 有 （第３号様式） 

法人の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 無 

印鑑証明書（申込書等に押印したものと同一のもの） 

※ 申込日前３か月以内に取得したもの 
無 

提案書 有（第１-１号様式）  

瀬戸市幡山保育園運営業務委託 事業計画書 有 （第２号様式） 

法
人
に
関
す
る
書
類 

区

分 

Ａ  会社概要、パンフレット 無 

Ｂ  過去３期分の事業報告書 無 

Ｃ  過去３期分の貸借対照表及び損益計算書 無 

Ｄ  就業規則（給与規程等含む） 無 

Ｅ  職員構成表 有 （第４号様式） 

Ｆ  認可保育所 運営実績概要 有 （第５号様式） 

保
育
所
の
運

営
に
関
す
る

書
類 区

分 

G  幡山保育園運営にかかる職員配置計画 有 （第６号様式） 

Ｈ  幡山保育園運営にかかる施設長予定者の経歴 有 （第７号様式） 

Ｉ  幡山保育園 一時預かり事業 提案書 有 （第８号様式） 

現
在
運
営
し
て
い
る
保
育
所
に
関
す
る
書
類 

（
第
５
号
様
式
に
記
載
し
た
保
育
所
の
う
ち
、
①
②
③
④
の
優

先
順
位
で
１
園
分
を
提
出
く
だ
さ
い
。
） 

区

分 

J  

法人の信頼性や外部評価を確認できる資料 

・福祉サービス第三者評価結果 ※受審している場合 

・保護者アンケート結果    ※受審している場合 

※（第２号様式）事業計画書の「１－(４)－②」に記

載した保育所の資料をご提出ください。 

※ 直近１回分をご提出ください。 

無 

Ｋ  入園のしおり 無 

Ｌ  

保育に関する計画書類 

・全体的な計画 

・年間の計画書類  ※ 令和７年度分 

・月ごとの計画書類 ※ 令和７年９月分 

・週ごとの計画書類 ※ 令和７年９月中の１週分 

・日ごとの計画書類 ※ 令和７年９月中の１日分 

※ 実際に記載されたもので、個人情報を消したもの

の写しをご提出ください。 

※ 各計画、各年齢（０歳児から２歳児まで）につき

１部ずつご提出ください。 

無 
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現
在
運
営
し
て
い
る
保
育
所
に
関
す
る
書
類 

（
第
５
号
様
式
に
記
載
し
た
保
育
所
の
う
ち
、
①
②
③
④
の 

優
先
順
位
で
１
園
分
を
提
出
く
だ
さ
い
。
） 

区

分 

Ｍ  職員研修計画書 ※ 令和７年度分 無 

Ｎ  

健康管理や衛生対策に関するマニュアル等 

※ 記載箇所が分かりにくい場合はマーカー等で指

定してください。 

無 

Ｏ  

保護者との日々の連絡方法手段として作成している

文書等 （例）連絡帳、園だより など 

※ 実際に記載されたもので、個人情報を消したもの

の写しをご提出ください。 

※ 各年齢で作成されていれば、各年齢（０歳児から

２歳児まで）につき、１部ずつご提出ください。 

※ 各書類とも、令和７年９月中の１回分をご提出く

ださい。 

無 

Ｐ  個人情報管理規程 無 

そ
の
他 

の
書
類 

区

分 
Ｑ  幡山保育園 合同保育 提案書 有（第９号様式） 

その他市が必要と認める書類として 

 愛知県が実施した「社会福祉法人等指導監査の結果について（通知）」 
令和６年度の写し 
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■ 別添資料 

 

別紙 幡山保育園 施設図面 

 

別紙 幡山保育園運営業務委託 評価項目 

 

瀬戸市幡山保育園運営業務委託 仕様書 

 

瀬戸市幡山保育園 一時預かり事業 仕様書 

 

瀬戸市幡山保育園運営業務委託 様式 

（参加資格確認申請提出前に関するもの） 

・質問票（第１０号様式） 

 

（参加資格確認申請に関するもの） 

・参加資格確認申請書（第１号様式） 

・幡山保育園運営業務委託 代表者等名簿（第３号様式） 

 

（提案書提出に関するもの） 

・提案書（第１－１号様式） 

・幡山保育園運営業務委託 事業計画書（第２号様式） 

・職員構成表（第４号様式） 

・認可保育所 運営実績概要（第５号様式） 

・幡山保育園運営にかかる職員配置計画（第６号様式） 

・幡山保育園運営にかかる施設長予定者の経歴（第７号様式） 

・幡山保育園 一時預かり事業 提案書（第８号様式） 

・幡山保育園 合同保育 提案書（第９号様式） 

・辞退届（第 1１号様式） 

 

 


